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利用者負担

○ 障害者自立支援法においては、費用を広く国民全体で分かちあう観点から、
（１）障害福祉サービス、
（２）自立支援医療、
（３）補装具
の各サービスに係る費用の９割以上を公費（自立支援医療については、保険を含む）で負
担する一方、利用者にも、所得に応じて最大でも１割までの負担をお願いしている。

（１）障害福祉サービスの利用者負担の概要

○ 障害福祉サービスについては、サービスの利用量に応じて最大でも１割を利用者に負担
いただく仕組みとしている。

○ 利用料の負担が過重にならないよう、所得に応じた負担上限額を設定している。

○ また、障害児及び通所・在宅サービスを利用する障害者については、この上限額を２度
にわたり軽減している。
（平成１９年４月から特別対策を実施。平成２０年７月から緊急措置を実施。）

※ 入所サービス利用者については別途負担軽減措置を実施。（P.６ 図中②）

現行制度 ①
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（１） 一般：市町村民税課税世帯

（２） 低所得２：市町村民税非課税世帯（（３）を除く）

（３） 低所得１：市町村民税非課税世帯であって、利用者本人の年収が８０万円以下の方

（４） 生活保護：生活保護世帯

所得段階に応じた負担限度額の設定所得段階に応じた負担限度額の設定

① 定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担限度額を設定（介護保険並び）
② 平成１９年４月からの「特別対策」による負担軽減 （①の限度額を１／４に軽減。平成２０年度まで。）
③ 平成２０年７月からの緊急措置 （②の限度額を更に軽減。）

① 定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担限度額を設定（介護保険並び）
② 平成１９年４月からの「特別対策」による負担軽減 （①の限度額を１／４に軽減。平成２０年度まで。）
③ 平成２０年７月からの緊急措置 （②の限度額を更に軽減。）

サービス量

負
担
額

＜介護保険並び＞

定率負担（１割）
（サービス量に応じ）

①

一 般

３７，２００円

低所得２
２４，６００円

生活保護
０円

低所得１
１５，０００円

低所得２（※）
６，１５０円

（通所は3,750円）

生活保護
０円

低所得１（※）
３，７５０円

＜特別対策＞
②

一般（※）
（所得割１６万円未満）

９，３００円

一般
３７，２００円

月額負担上限
（所得に応じ）

（※）資産要件有り

（居宅・通所サービスの場合）

低所得２（※）
３，０００円

（通所は1,500円）

生活保護
０円

低所得１（※）
１，５００円

＜緊急措置＞
③

一般（※）
（所得割１６万円未満）

９，３００円

一般
３７，２００円

所得段階区分の個人（基本）単位化

障害者
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（１） 一般：市町村民税課税世帯

（２） 低所得２：市町村民税非課税世帯（（３）を除く）

（３） 低所得１：市町村民税非課税世帯であって、障害児の保護者の年収が８０万円以下の方

（４） 生活保護：生活保護世帯

所得段階に応じた負担限度額の設定所得段階に応じた負担限度額の設定

① 定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担限度額を設定（介護保険並び）
② 平成１９年４月からの「特別対策」による負担軽減 （①の限度額を１／４に軽減。平成２０年度まで。）
③ 平成２０年７月からの緊急措置 （対象世帯の拡大とともに②の限度額を更に軽減。）

① 定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担限度額を設定（介護保険並び）
② 平成１９年４月からの「特別対策」による負担軽減 （①の限度額を１／４に軽減。平成２０年度まで。）
③ 平成２０年７月からの緊急措置 （対象世帯の拡大とともに②の限度額を更に軽減。）

サービス量

負
担
額

＜介護保険並び＞

定率負担（１割）
（サービス量に応じ）

①

一 般

３７，２００円

低所得２
２４，６００円

生活保護
０円

低所得１
１５，０００円

低所得２（※）
６，１５０円

（通所は3,750円）

生活保護
０円

低所得１（※）
３，７５０円

＜特別対策＞
②

一般（※）
（所得割１６万円未満）

９，３００円

一般
３７，２００円

月額負担上限
（所得に応じ）

（※）資産要件有り

低所得２（※）
３，０００円

（通所は1,500円）

生活保護
０円

低所得１（※）
１，５００円

＜緊急措置＞
③

一般
３７，２００円

一般（※）
（所得割２８万円未満）

４，６００円

（居宅・通所サービスの場合）
障害児
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○ サービス利用者に対し、利用するサービスに応じて、きめ細かく軽減措置を行っている。

① 原則の一割負担に対する負担上限額の設定。（所得が低いほど、低い上限額を設定）

② 施設入所者（２０歳以上）、グループホーム等の利用者については、利用者個々人の収入に応じた
個別減免を実施【個別減免】。

③、④ 施設入所者（２０歳未満）、通所・在宅サービス利用者については、負担上限額を更に減額
【負担上限月額の軽減（特別対策、緊急措置） 】。

⑤ 利用者負担を支払うことにより、生活保護受給者となる場合には、生活保護に該当しなくなるまで、
自己負担額を引き下げ【境界層減免】。

⑥ 同じ世帯に他にも障害福祉サービスを受けている者がいる場合や、障害福祉サービス利用者が介
護保険のサービスを併せて受けている場合、各サービスの負担の合算額が、基準額を超えないように
自己負担額を軽減（基準額を超えた部分につき給付費を給付。）【高額障害福祉サービス費】。

現行制度 ②
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○ 食費・光熱水費等の実費については、全額自己負担を原則としているが、軽減措置を
行っている。

⑦ ２０歳以上の施設入所者については、サービスの利用者負担と食費等の実費負担を負担しても、手
許に少なくとも２．５万円が残るように公費を給付【補足給付】。

⑧ 子育て支援の観点から、障害児支援に係る負担が重くならないよう、保護者の収入に応じて、食費
等の実費負担額を軽減【補足給付】。

⑨ 通所サービスを利用する低所得者については、食費の額を食材料費相当額のみに減額【食事提供
体制加算】。

現行制度 ③
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グループホーム等を
利用している場合

施設に入所している
場合（２０歳以上）

施設に入所している
場合（２０歳未満）

障害福祉サービスの利用者負担全体図（緊急措置後）

通所サービスを
使う場合

ホームヘルプサー
ビス等を使う場合

にらさ

④ 所得区分に応じて、①の上限額を４分の１のさ
らに半分程度に減額。（資産が、単身の場合５００
万円、配偶者同居の場合は１，０００万円以下の
方）。

・低所得１：１５，０００円→１，５００円
・低所得２：２４，６００円→３，０００円
（通所サービスのみを利用する場合２４，６００円→１，５００円）
・一般（所得割１６万円※未満世帯（年間収入６００万円程度））

：３７，２００円→９，３００円
※障害児の場合：所得割２８万円未満世帯

（年間収入８９０万円程度） ：３７，２００円→４，６００円

② 収入に応じて個別に減免（資産が５００万円
以下の方）

・収入が６．６万円までなら負担は０円。
・収入が６．６万円を超えても、超えた収入の半分を上限
額とする。
・さらに、グループホーム等の入居者については、６．６万
円を超えた収入が年金や工賃等の収入であれば、超え
た分の１５％を上限額とする。
※工賃について一定の控除有り。（年間２８．８万円程度）

③ 所得区分に応じて、①の上
限額を４分の１に減額（資産が、
単身の場合５００万円、配偶者
同居の場合は１，０００万円以
下の方）。

･低所得１：１５，０００円→３，５００円
･低所得２：２４，６００円→６，０００円
･一般（所得割２８万円未満世帯）

：３７，２００円→９，３００円

一 般
４０，２００円

低所得２
２４，６００円

低所得１
１５，０００円

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

☆「非課税世帯」の範囲につい
てあなたが税制と医療保険で
「被扶養者」でなければ、あな
たと配偶者の収入とすることも
できます

① 原則は１割負担であるが、利用者の負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低い上限を設定。

○一般・・市町村民税課税世帯
○低所得２・・市町村民税非課税世帯
○低所得１・・市町村民税非課税世帯で障害者の収入が

年収８０万円（障害基礎年金２級相当額）以下の方

☆所得を判断する「世帯」の範
囲について平成２０年７月以降、
本人と配偶者の収入と改正。一 般：３７，２００円

低所得２：２４，６００円
市
町
村
民
税

非
課
税
世
帯

低所得１：１５，０００円

生活保護：０円
サービス量

負
担
額

負担には負担上限月額を設定

にらさ
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ホームヘルプサー
ビス等を使う場合

グループホーム等を
利用している場合

※ 通所サービスを利用
した場合は、⑨の減額措
置を適用。

施設に入所している
場合（２０歳以上）

⑦ サービスの利用者
負担と食費等実費負担
をしても、少なくとも２．
５万円が手元に残るよ
う、実費負担額を軽減。
※工賃について一定の
控除有り。（年間２８．８
万円程度）

施設に入所している
場合（２０歳未満）

通所サービスを
使う場合

⑨世帯の所得が一定以下
の場合には、食費負担額
を約３分の１に減額（月２
２日利用の場合約５，１０
０円の負担）。

⑧保護者の方の収入に
応じ、子育て支援の観
点から、負担が重くなら
ないよう、実費負担額を
軽減。

⑥ 同じ世帯で他にも障害福祉サービスを受けている方、介護保険のサービスを併せて受けている方がいれば、その合算額が①を超え
ないよう負担額を軽減。

⑤ さらに、利用者負担を行うことにより生活保護世帯に該当する場合は、生活保護に該当しなくなるまで負担額を引き下げ。

にらさ

食費・光熱水費の負担
（実費全額の自己負担を原則とするが、各種の軽減措置を実施。）
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高額障害福祉サービス費について高額障害福祉サービス費について

＜例２：同一人が障害福祉と介護保険のサービスを利用している場合＞

＜基準額＞

障
害

介
護

介
護

障
害

償還

＜例１：同一世帯に障害福祉サービスを利用する障害者が複数人いる場合＞

＜基準額＞

障
害

障
害

障
害

障
害

償還
区分 基準額

１．市町村民税課税世帯 ３７，２００円

２．市町村民税非課税世帯 ２４，６００円

３．生活保護世帯 ０円

区分 基準額

１．市町村民税課税世帯 ３７，２００円

３．市町村民税非課税世帯に属する者のうち本
人の年収が８０万円以下である場合

１５，０００円

２．市町村民税非課税世帯（３．以外） ２４，６００円

４．生活保護世帯 ０円

○ 「高額障害福祉サービス費」は、次の各サービスの利用者負担額を合算した額が基準額を超える場
合に、基準額を超える額を償還して給付する制度。合算対象となる費用は、以下の３種類とされている。

①同一世帯の他の者が利用する障害福祉サービスに係る費用、

②障害福祉サービス利用者本人が利用する介護保険法上のサービスに係る費用、

③同一世帯の児童が利用する児童福祉法に基づく障害児支援に係るサービスに係る費用
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（支援費制度との比較）

○ 支援費制度における利用者負担の考え方は、サービス利用の多寡にかかわらず、サービ
ス利用者及びその扶養義務者の所得に応じて月の負担額を設定。（応能負担）

○ 障害者自立支援法における利用者負担は、サービスの利用量に応じた負担を原則としつ
つ、所得に応じた負担上限額を設定。
（定率負担を原則としつつ、応能負担の考え方を取り込んだ仕組み）

→ 所得に応じた負担上限額を設定し、その上で負担上限額の減額措置を２度にわたり講
じたことにより、緊急措置後のサービス利用者の負担率は平均３％となっている。

【緊急措置後（平成２０年７月～）の負担率（平成２０年度予算上の値を満年度化）】

【緊急措置実施前後の負担率の推移（実績値）※】

４．２４％ → ２．８６％
（緊急措置前：平成２０年６月） （緊急措置後：平成２０年７月）

現行制度 ④

居宅サービス 通所サービス 入所サービス 全体

負担率 約２％ 約１％ 約５％ 約３％

注：「負担率」とは事業費（食費・光熱水費等の実費負担分を除く）に占める利用者負担の割合をいう。

※ 各都道府県国民健康保険団体連合会において、
「障害者自立支援給付支払い等システム」より平成２０
年６月、７月サービス提供分についてデータを抽出し、
厚生労働省において集計したものの速報値であり、償
還払いに関するデータ等は含まれていない。また、利用
者負担額には、食費・光熱水費等の実費負担額は含ま
れていない。
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（２）自立支援医療の利用者負担の概要

① 自立支援医療は、医療保険制度における自己負担について、最大でも一割になるよう軽減措置を
行うもの。

② 原則の一割負担に対する負担上限額の設定。（所得が低い者についてはより低い上限額を設定）

③ 費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者（いわゆる「重度かつ継続」※）に
対しては、更に低い負担上限月額を設定している。

・ いわゆる「重度かつ継続」に該当し、一定所得以上（市町村民税の所得割額が２３万５千円以上）の
方について負担上限月額を２万円とする経過措置がある。

④ 育成医療を受診し、中間所得者層（市町村民税課税世帯であり市町村民税の所得割が２３万５千円
未満）に該当する者についても以下の経過措置がある。
ⅰ市町村民税の所得割額が３万３千円未満の者の負担上限月額を１万円とする。
ⅱ市町村民税の所得割額が３万３千円以上２３万５千円未満の者の負担上限月額を４万２百円とする。

現行制度 ⑤

＜「重度かつ継続」※の範囲＞

・疾病等から対象になる者
精神通院医療： ⅰ 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害（依存症等）

ⅱ ３年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精神障害のため計画的・集中的な通院医療
（状態の維持、悪化予防のための医療を含む。）を継続的に要すると診断された者として、認定を受けた者

更生・育成医療： 腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害

・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
精神・更生・育成 ： 医療保険の多数該当の者（多数該当とは、過去１２ヶ月以内に４回以上高額療養費の支給があった者）
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※ 「重度かつ継続」の範囲
・ 疾病、症状等から対象となる者

精神・・・・・・①統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害（依存症等）
②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者

更生・育成・・・・・ 腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害
・ 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者

精神・更生・育成・・ 医療保険の多数該当の者（過去１２ヶ月以内に４回以上高額療養費の支給があった者）

（ ：経過措置の範囲）

１．対象者 ：従来の更生医療、育成医療、精神通院医療の対象者であって一定所得未満の者（対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり）

２．給付水準 ： 自己負担については１割負担（ 、 部分）。 ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。

また、入院時の食費（標準負担額） については自己負担。

一定所得以下 中間所得層 一定所得以上
（２３万５千≦市町村民税（所得割））市町村民税非課税

本人収入≦８０万

市町村民税非課税

本人収入＞８０万

市町村民税＜３万３千
（所得割）

３万３千≦市町村民税＜２３万５千
（所得割）

生活保護

負担０円

低所得１

負担上限額

２，５００円

低所得２

負担上限額

５，０００円

中 間 所 得 層

負 担 上 限額 ： 医療保険の自己負担限度額

一定所得以上

公費負担の対象外

（医療保険の負担割合

・負担限度額を適用）

重 度 か つ 継 続（※）

中間所得層１

負担上限額

５，０００円

中間所得層２

負担上限額

１０，０００円

一定所得以上（経過措置）

負担上限額

２０，０００円

育 成 医 療 の 経 過 措 置

負担上限額
１０，０００円

負担上限額
４０，２００円

生活保護世帯

自立支援医療の対象者、自己負担の概要自立支援医療の対象者、自己負担の概要
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育成医療更生医療精神通院医療

③ さらに、継続的に相当額の医療費負担が発生する方（「重度かつ継続」）には、月当たりの負担額を軽減します。

＜上限額＞
・中間層２・・市町村民税額（所得割）が3.3万円以上23.5万円未満の世帯の方
・中間層１・・市町村民税額（所得割）が3.3万円未満の世帯の方
＊一定所得以上・・市町村民税額（所得割）が23.5万円以上の世帯の方（３年間の経過措置）

医
療
費

自立支援医療における利用者負担全体図（平成２０年１０月時点）

原
則
は
定
率
一
割
負
担
で
す
が
、
医
療
保
険
の
自
己
負
担
限
度
額
と
同
額
が
上

限
に
な
り
ま
す
。
加
え
て
、
所
得
の
低
い
方
や
、
継
続
的
に
相
当
額
の
医
療
費
負

担
が
生
じ
る
方
に
は
更
に
低
い
上
限
を
設
定
し
ま
す
。

② 医療費が家計に与える影響に配慮し、低所得者には負担額を軽減します。

・低所得２・・市町村民税非課税世帯
（３人世帯であれば、障害基礎年金１級を含めて
概ね300万円以下の年収の方）

・低所得１・・市町村民税非課税世帯で障害者の収入が年収80万円

（障害基礎年金２級相当額）以下の方

※自立支援医療の「世帯」の範囲
医療保険単位（＝異なる医療保険に加入している家族は、

別「世帯」になります。）

① 自立支援医療は、医療保険制度の３割定額負担を軽減し、最大でも１割にします。

※入院している方については、食費につき標準負担額（１食260円。低所得の方には減額あり）の負担があります。

定率負担（１割）

（医療費に応じ）

医療保険の負担上限

負担額

医療費

低所得２：５，０００円

低所得１：２，５００円

生活保護： ０円

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

医療保険による
３割負担

※医療保険の負担上限は、中間的な所得層であれば、

「８０，１００円＋（医療費-－２６７,０００円）×１％」として算出

医療保険の負担上限負担額

医療費

中間層２ ： １０，０００円

中間層１： ５，０００円

一定所得以上：２０，０００円※

定率負担（１割）

（医療費に応じ）

④ また、育成医療
については、対象者
に若い世帯が多い
ことなどを踏まえ、
月当たりの負担額に
特別な上限を設定
する激変緩和の経
過措置を講じます。

医療費

負担額

中間層２：４０,２００円

中間層１:１０,０００円

定率負担（１割）（医療費に応じ）

医療保険の負担上限
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（３）補装具の利用者負担の概要

○ 補装具については、購入・修理に要した費用（※）の最大でも１割を利用者に負担いただく
仕組みとしている。
（ただし、市町村民税課税世帯であって、同一の世帯に属する者に市町村民税所得割の額
が４６万円を超える者がいない場合に限る。）

○ 利用料の負担が過重にならないよう、所得に応じた負担上限額を設定している。

現行制度 ⑥

区分 負担上限月額

①一般（市町村民税課税世帯に属し、同一の世帯に属する者に市町村民税

所得割の額が４６万円を超える者がいない世帯に属する者）
３７，２００円

②低所得２（市町村民税非課税世帯に属し、③以外の者） ２４，６００円

③低所得１（市町村民税非課税世帯に属し、本人の年収が８０万円以下の者） １５，０００円

④生活保護 ０円

（※）補装具の購入又は修理に通常要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
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１．利用者負担についての原則的考え方

○ 応能負担については、障害者の所得に応じた負担となるという特徴がある。

（支援費制度においては、通所サービス利用者やホームヘルプサービス利用者の約９５％
は利用者負担が０円であった。）

○ 定率負担については以下のような特徴がある。

・ 今後とも必要なサービス量の拡大が予想されるなか、国・都道府県・市町村とともに、利
用者本人も応分の負担を行うことで、障害者制度の安定的な運営のために皆で支え合う
ことができる。（障害福祉サービスに係る国の費用は毎年着実に伸びを確保している。）

・ 利用者が、事業者にサービスに係る費用を支払うことにより、利用者と事業者が対等な
関係に立つことができる。ひいては、サービスの質の向上につながる。

・ 所得に応じた軽減措置を講じることにより、実質的に応能負担の要素も取り入れること
ができる。

課題 ①

14



障害福祉サービス予算の推移障害福祉サービス予算の推移
一般歳出（国の政策的経費）の伸びがほぼ横ばいである中

障害福祉サービス予算は着実な伸び

3,947

4,375

4,873

5,345

5,681

0

2,000

4,000

6,000

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 　２１年度　
概算要求

億円

＋11.4%

＋11.1%

＋9.7%

＋6.3%

伸び率 平成１７～１８年 平成１８～１９年 平成１９～２０年 平成２０～２１年（概算要求）

障害福祉サービス予算 ＋１１．１％ ＋１１．４％ ＋９．７％ ＋６．３％

厚生労働省予算 ＋０．６％ ＋２．６％ ＋３．０％ ＋３．７％

一般歳出 －１．９％ ＋１．３％ ＋０．７％ ＋１．２％ 15



２．平成２１年４月以降における利用者負担の在り方

○ 利用者負担の軽減措置（障害福祉サービスに係る個別減免・負担上限月額の軽減措
置・通所サービス利用者に係る食費の軽減措置、また、自立支援医療に係る負担上限月
額の軽減措置（①いわゆる「重度かつ継続」に該当し、一定所得以上の者、②育成医療
を受診し、中間所得層に該当する者） ）は、新法移行に対する激変緩和措置という観点

から、平成２１年３月末までとされている。

○ この期限に関しては、軽減措置を実質的に継続すべきとの指摘がある。

○ また、自立支援医療の育成医療については、更生医療及び精神通院医療に比べ中間
所得層の割合が顕著に大きくなっている。育成医療の中間所得層のほとんどはいわゆる
「重度かつ継続」の対象となっておらず、他の医療に比べ負担感が強いことから、更なる
負担軽減ができないかという意見がある。

課題 ②
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出 典 ： 精 神 ・ 障 害 保 健 課 調 べ

平成１９年度自立支援医療における所得階層分布
所得階層別分布

６５．６％１９．９％

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

生活保護 低所得１ 低所得２ 中間Ⅰ 中間Ⅱ 中間 重継（中１） 重継（中２） 重継（一定）

育成医療 更生医療 精神通院医療

負担上限月額
０円

負担上限月額
２，５００円

負担上限月額
５，０００円

負担上限月額
医療保険の上限

負担上限月額
５，０００円

負担上限月額
１０，０００円

負担上限月額
２０，０００円

負担上限月額
１０，０００円

負担上限月額
４０，２００円

合計：８５．５％

育成医療の所得階層分布
は、中間所得層に集中して
いるが、重度かつ継続に
該当する者の割合は極め
て少ない。

育成医療 更生医療 精神通院医療
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３．合算制度等利用者負担に関する諸制度の在り方について

○ 同一の者が利用する障害者自立支援法に基づくサービスの利用者負担については、各種の軽減
措置を講じているが、その上で、同一の世帯に属する他の者のサービス利用等に関し、世帯での負
担が過重にならないよう、「高額障害福祉サービス費」を支給しているところ。

※ 「高額障害福祉サービス費」は、次の各サービスに係る費用の自己負担額を合算した額が基
準額を超える場合に、基準額を超える額を償還する制度。
① 同一世帯の他の者が利用する障害福祉サービス
② 障害福祉サービス利用者本人が利用する介護保険法上のサービス
③ 同一世帯の児童が利用する児童福祉法に基づく障害児支援に係るサービス

→ 補装具・自立支援医療については、現在、この合算の対象外となっている。

課題 ③
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（１．補装具に係る自己負担額との合算について）

○ 補装具については、実施主体が市町村で同一であり、障害福祉サービスに係る自己負担額との
合算に伴う事務負担は比較的少ないものと考えられる。

（２．自立支援医療に係る自己負担額との合算について）

○ 医療保険制度に係る一般的な軽減措置として、
① 当該世帯の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に償還される「高額療養費」
② 世帯において、医療保険と介護保険の両者を利用し、両者の自己負担額の合計が当該世帯
の限度額を超えた場合に償還される「高額介護合算療養費」・「高額医療合算介護（予防）サービ
ス費）」

といった合算制度が設けられている。

○ 自立支援医療に係る自己負担額は、まず、上記①のとおり、他の医療分の自己負担額と合算さ
れ、高額療養費による軽減を受けることとされており、障害福祉サービスの自己負担額との合算制
度を検討する場合には、自立支援医療の自己負担額とともに他の医療分の自己負担額まで含めた
合算制度を検討することが必要となる。

○ さらに、医療（自立支援医療と他の医療分を含む）に係る自己負担額は、上記②のとおり、すでに
介護保険に係る自己負担額の合算制度があり、「高額介護合算療養費」等による軽減を受けること
とされていることから、障害福祉サービスの自己負担額との合算制度を検討する場合には、医療（自
立支援医療と他の医療分を含む） ・介護保険・障害福祉サービスに係る自己負担額の全てを含め

合算制度を検討することが必要となる。
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（３．医療・介護サービスを含めた自己負担額との合算について）

○ 障害福祉サービスに係る自己負担額と、医療（自立支援医療と他の医療分を含む）、介護保険に係
る自己負担額との合算制度を設ける場合には、以下のような検討課題がある。

● 実施主体の違い

→ 各制度でそれぞれ実施主体が異なるため、各実施主体毎で負担する割合や、どの実施主体がとり
まとめとなって合算後の自己負担額及び償還額を計算するか等、新たな仕組みの検討が必要となる。

● 世帯の範囲の違い

制度 実施主体

健康保険等の被用者保険 各保険者

国民健康保険 市町村等

長寿医療制度 都道府県単位の広域連合

介護保険 市町村又は広域連合

障害福祉 市町村

自立支援医療 市町村又は都道府県

制度 世帯の範囲

健康保険等の被用者保険 被保険者及びその被扶養者

国民健康保険 住民票上の世帯

長寿医療制度 住民票上の世帯

介護保険 住民票上の世帯

障害福祉 障害者：本人及び同一世帯に属する配偶者、障害児：住民票上の世帯

自立支援医療 各医療保険上の世帯
20



→ 各制度でそれぞれ世帯の概念が異なるため、
・ 同一世帯とは何か（どの人の負担までを合算対象とするか。例えば医療保険者が異なる場合ま
で合算対象とするか。）、

・ その世帯が負担する限度額の設定方法（世帯の範囲が異なれば、所得区分が変わるため、どの
制度の世帯の考え方により負担限度額を設定するか）、

・ 具体的な限度額（水準、利用するサービスの組合せにより限度額を変えるか）
等についての検討が必要。

● これらの制度の検討に加え、それぞれの個人又は世帯がどのサービスを利用し、利用者負担をど
れだけ支払ったかについて、世帯ごと・制度ごとに正確に把握して合算する必要があり、実際に制度
を運用するためには、複雑な仕組みの構築が必要であることから、ITの活用や社会保障番号の導入

等により、各制度の実施主体を横断するようなシステムを構築することが必要となる。

○ また、医療（自立支援医療と他の医療分を含む）や介護保険に係る自己負担との合算制度だけでな
く、保育その他の社会保障制度に係る自己負担との合算について、どのように考えるか。

→ 社会保障制度全体における議論が必要。

なお、社会保障国民会議 中間報告（平成２０年６月１９日）において、社会保障各制度の低所得者
対策について、「制度横断的な簡素で分かりやすい制度へと改革すべきである。そのためには、個人
レベルでの社会保障の給付と負担を明らかにすることが不可欠であり、ITの活用や社会保障番号制

の導入検討を積極的に推進すべきである。」とされている。
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【論点（案）】

（利用者負担についての原則的考え方）

１．利用者負担については、サービスの利用に応じ最大でも１割の負担としつつ、
低所得者等に配慮した、所得に応じたきめ細やかな負担軽減措置を行っていると
ころであるが、利用者負担の在り方について、どのように考えるか。

（平成２１年４月以降における利用者負担の在り方）

２．現在の特別対策等による利用者負担の軽減措置は、平成２１年３月末までの措
置とされているが、平成２１年４月以降について、どのように考えるか。

（合算制度等利用者負担に関する諸制度の在り方）

３．合算制度については、現在合算対象となっていない補装具の自己負担と、障害
福祉サービスの自己負担との合算について、どのように考えるか。

また、自立支援医療の自己負担については、他の医療費等の自己負担と合算
した上での償還制度があるため、他の医療費等の自己負担全体と障害福祉サー
ビスの自己負担との合算制度を検討する必要がある。その際、実施主体の違い
や世帯の考え方の違い等の整理の具体的な方策や、社会保障制度全体の低所
得者対策に係る議論などを踏まえて検討する必要があるのではないか。
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